
  

広
島
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号 

 
広
島
県
上
下
水
道
部
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
六
年
四
月
一
日 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

広
島
県
上
下
水
道
部
長 

川 
 

西 
 

隆 
 

弘 
 

 
 

 

広
島
県
上
下
水
道
部
事
務
処
理
規
程
の
一
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を
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正
す
る
規
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広
島
県
上
下
水
道
部
事
務
処
理
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
工
業
用
水
道
事
業
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。



 
 

改 正 後 改 正 前 
  

別 表 第 一 

事 務 の 種 別 規 則 又 は 訓 令 の 名 称 

（ 略 ） （ 略 ） 

職 員 の 人 事 評 価 に 関 す る

こ と 。 

（ 略 ） 

職 員 の 標 準 的 な 職 及 び 標

準 職 務 遂 行 能 力 に 関 す る

こ と 。 

標 準 的 な 職 及 び 標 準 職 務 遂 行 能 力 を 定

め る 訓 令 （ 平 成 二 十 八 年 広 島 県 訓 令 第

九 号 ） 

短 時 間 勤 務 会 計 年 度 任 用

職 員 の 人 事 評 価 に 関 す る

こ と 。 
広 島 県 短 時 間 勤 務 会 計 年 度 任 用 職 員 人

事 評 価 実 施 規 程 （ 令 和 二 年 広 島 県 訓 令

第 二 号 ） 

（ 略 ） （ 略 ） 
 

別 表 第 二 

規 則 ・ 訓 令 の

名 称 

読 み 替 え る

べ き 規 定 

読 み 替 え ら れ る べ

き 字 句 

読 み 替 え る 字 句 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

広 島 県 職 員 人

事 評 価 実 施 規

程 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

広 島 県 短 時 間

勤 務 会 計 年 度

任 用 職 員 人 事

評 価 実 施 規 程 

第 七 条 第 五

項 

総 務 局 人 事 課 長 （ 

以 下 「 人 事 課 長 」 

と い う 。 ） 

上 下 水 道 部 上 下 水

道 総 務 課 長 （ 以 下

「 上 下 水 道 総 務 課

長 」 と い う 。 ） 

第 八 条 人 事 課 長 上 下 水 道 総 務 課 長 

第 九 条 第 一

項 

総 務 局 長 上 下 水 道 部 長 

人 事 課 長 上 下 水 道 総 務 課 長 

第 十 一 条 第

二 項 

総 務 局 人 事 課 上 下 水 道 部 上 下 水

道 総 務 課 
 

別 表 第 一 

事 務 の 種 別 規 則 又 は 訓 令 の 名 称 

（ 略 ） （ 略 ） 

職 員 の 勤 務 評 定 に 関 す る

こ と 。 

（ 略 ） 

 
 
 

 

 
 
 

 

（ 略 ） （ 略 ） 

 

別 表 第 二 

規 則 ・ 訓 令 の

名 称 

読 み 替 え る

べ き 規 定 

読 み 替 え ら れ る べ

き 字 句 

読 み 替 え る 字 句 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

広 島 県 職 員 人

事 評 価 実 施 規

程 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

  
 
 
 

  

   

   

  

 
 

  

 



 
 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 
 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 
 

  



   
 

 

附 

則 
こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 




